
一 

○
総
務
省
令
第 

 
 

号 

 

電
気
通
信
事
業
法
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律

第
二
十
四
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
を
実
施
す
る
た
め 

、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

石
田 

真
敏 

 
 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順

次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し

て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別紙２ 



二 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

第
十
三
条 
削
除 

 

（
事
業
の
休
止
及
び
廃
止
に
係
る
利
用
者
へ
の
周
知
） 

第
十
三
条 

法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
周
知
さ
せ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
相
当
な
期
間
を
置
い
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
電
気
通
信
事
業
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
旨
を
知
れ

た
る
利
用
者
に
対
し
て
適
切
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

一 

訪
問 

 
 

二 

電
話 

 
 

三 

郵
便
、
信
書
便
、
電
報
そ
の
他
の
手
段
に
よ
る
書
面
の
送
付 

 
 

四 

電
子
メ
ー
ル
の
送
信 

 
 

五 

電
気
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
利
用
者
の
閲
覧

に
供
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
利
用
者
が
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
事
業
に
係
る
電
気
通

信
役
務
の
提
供
を
受
け
る
際
に
当
該
閲
覧
に
供
せ
ら
れ
た
情
報
が
表
示
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
も
の 

 

２ 

法
第
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
事
業
の
休
止
又
は
廃
止
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

一 

利
用
者
が
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
都
度
、
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契

約
を
締
結
す
る
こ
と
と
な
る
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
の
休
止
又
は
廃
止 

 
 

二 

電
気
通
信
事
業
の
譲
渡
し
又
は
電
気
通
信
事
業
者
に
つ
い
て
の
合
併
、
分
割
若
し
く
は
相
続
に
伴
う
電
気

通
信
事
業
の
廃
止
で
あ
つ
て
、
当
該
譲
渡
し
又
は
合
併
、
分
割
若
し
く
は
相
続
に
よ
り
当
該
電
気
通
信
事
業

を
承
継
し
た
者
が
引
き
続
き
当
該
電
気
通
信
事
業
を
営
む
こ
と
と
な
る
も
の 

 
 

三 

そ
の
他
利
用
の
態
様
か
ら
見
て
通
信
を
す
る
目
的
が
限
定
的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
た
め
利
用
者

の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
比
較
的
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
電
気
通
信
事
業
の
休
止
又
は
廃
止 

（
提
供
条
件
の
説
明
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
三 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る

料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
の
概
要
の
説
明
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
六
項
第
二
号
及
び
第
二
十
二
条
の
二
の
七

第
一
項
第
五
号
ホ
に
お
い
て
「
提
供
条
件
概
要
説
明
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す

る
契
約
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
対
象
契
約
」
と
い
う
。
）
の
締
結
又
は
そ
の
媒
介
等
が
行
わ
れ

る
ま
で
の
間
に
、
少
な
く
と
も
次
に
掲
げ
る
事
項
（
付
加
的
な
機
能
の
提
供
に
係
る
役
務
に
係
る
事
項
を
除
く

。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
基
本
説
明
事
項
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
既
に
締
結
さ
れ
て
い
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十

二
条
の
二
の
八
ま
で
に
お
い
て
「
既
契
約
」
と
い
う
。
）
の
一
部
の
変
更
を
内
容
と
す
る
契
約
（
既
契
約
の
更

新
を
内
容
と
す
る
契
約
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
の
八
ま
で
に
お
い
て
「
更
新
契
約
」
と
い
う
。

）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
の
八
ま
で
に
お
い
て
「
変
更
契
約
」
と
い
う
。
）
又
は
更
新

契
約
の
締
結
又
は
そ
の
媒
介
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
提
供
条
件
の
説
明
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
三 

［
同
上
］ 

［
一
～
五 

略
］ 

［
一
～
五 
同
上
］ 

六 

利
用
者
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
の

九
ま
で
及
び
第
二
十
二
条
の
二
の
十
四
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
用
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金

。
た
だ
し
、
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
料
金
に
つ
い
て
、
距
離
ご
と
、
接
続
す
る
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
、

六 

利
用
者
（
法
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
二
の

十
一
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
適
用
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
事
業

者
が
当
該
料
金
に
つ
い
て
、
距
離
ご
と
、
接
続
す
る
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
、
対
地
ご
と
そ
の
他
の
区
分
に



三 

対
地
ご
と
そ
の
他
の
区
分
に
よ
り
多
数
の
区
分
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
全
て
の
料
金
の
説
明
に
代
え

て
、
一
般
消
費
者
が
利
用
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
主
な
料
金
区
分
の
説
明
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

よ
り
多
数
の
区
分
を
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
全
て
の
料
金
の
説
明
に
代
え
て
、
一
般
消
費
者
が
利
用
す

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
主
な
料
金
区
分
の
説
明
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

［
七
～
十
二 

略
］ 

［
七
～
十
二 

同
上
］ 

［
２
～
５ 
略
］ 

［
２
～
５ 

同
上
］ 

６ 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
対
象
契
約
の
締
結
又
は
そ

の
媒
介
等
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
と
す
る
。 

６ 

［
同
上
］ 

一 

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
利
用
者
と
そ
の
営
業
の
た
め
に
又
は
そ
の
営
業
と
し
て
締
結
す
る
契
約
（
営

利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
又
は
そ
の
事
業
と
し
て
締
結

す
る
契
約
。
第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
第
一
号
に
お
い
て
「
法
人
契
約
」
と
い
う
。
） 

一 

法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
利
用
者
と
そ
の
営
業
の
た
め
に
又
は
そ
の
営
業
と
し
て
締
結
す
る
契
約
（
営

利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
又
は
そ
の
事
業
と
し
て
締
結

す
る
契
約
。
第
二
十
二
条
の
二
の
十
第
一
号
に
お
い
て
「
法
人
契
約
」
と
い
う
。
） 

［
二
～
五 

略
］ 

［
二
～
五 

同
上
］ 

（
書
面
の
交
付
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
四 

［
略
］ 

（
書
面
の
交
付
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
四 

［
同
上
］ 

［
２ 

略
］ 

［
２ 

同
上
］ 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
変
更
契
約
又
は
更
新
契
約
が
成
立
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
各
号
に
掲

げ
る
事
項
で
あ
つ
て
前
項
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
第
五
項
に
お
い
て
「
基
本
記
載
事
項
」
と

い
う
。
）
の
変
更
が
さ
れ
た
と
き
（
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
変
更
の
内
容
（
当
該
変
更
契
約

又
は
更
新
契
約
が
書
面
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
変
更
の
内
容
及
び
書
面
解
除

に
関
す
る
事
項
で
あ
つ
て
前
項
第
二
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
）
並
び
に
当
該
変
更
の
さ
れ
た
既
契

約
に
係
る
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

［
同
上
］ 

一 

利
用
者
の
住
所
の
変
更
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
軽
微
な
変
更
で
あ
つ
て
利
用
者
の
利
益
の
保
護
の
た
め
支

障
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
も
の
（
第
二
十
二
条
の
二
の
十
三
第
二
号
に
お
い
て
「
軽
微
変
更
」
と
い
う
。
）

の
み
が
さ
れ
た
場
合 

一 

利
用
者
の
住
所
の
変
更
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
軽
微
な
変
更
で
あ
つ
て
利
用
者
の
利
益
の
保
護
の
た
め
支

障
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
も
の
（
第
二
十
二
条
の
二
の
十
第
二
号
に
お
い
て
「
軽
微
変
更
」
と
い
う
。
）
の

み
が
さ
れ
た
場
合 

［
二
～
四 

略
］ 

［
二
～
四 

同
上
］ 

［
４
～
６ 

略
］ 

［
４
～
６ 

同
上
］ 

 

（
電
気
通
信
業
務
の
休
止
及
び
廃
止
に
係
る
利
用
者
へ
の
周
知
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
十 

法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
電
気
通
信
業
務
の
全
部
又
は
一

部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
休
廃
止
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
か
ら
起
算
し

て
三
十
日
前
の
日
（
同
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
に
あ
つ
て
は
、
休
廃
止
日
の
前
日
か

ら
起
算
し
て
一
年
前
の
日
。
第
三
項
に
お
い
て
「
周
知
期
限
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
知
れ
た
る
利
用
者
に
対
し
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

［
新
設
］ 

 

一 

対
面
に
よ
る
説
明 

 

 

二 

電
話
又
は
こ
れ
に
類
す
る
双
方
向
の
通
信 

 

 

三 

郵
便
、
信
書
便
そ
の
他
の
手
段
に
よ
る
書
面
の
交
付 

 

 

四 

電
子
メ
ー
ル
の
送
信 

 

 

五 

電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
利
用
者
の
閲
覧

に
供
す
る
方
法
で
あ
つ
て
、
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
業
務
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の

提
供
を
利
用
者
が
受
け
る
際
に
当
該
閲
覧
に
供
せ
ら
れ
た
情
報
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の 

 



四 

２ 
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

 

一 
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
業
務
の
内
容 

 

 

二 
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

 

 

三 

休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
期
間 

 

 

四 

休
止
又
は
廃
止
の
理
由 

 

 

五 

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
業
務
に
関
す
る
利
用
者
か
ら
の
苦
情
又
は
相
談
に
応
ず
る

営
業
所
又
は
事
務
所
の
連
絡
先 

 

 

六 

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
業
務
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
代
替
と
な
る
電
気
通
信
役

務
（
当
該
電
気
通
信
業
務
に
係
る
電
気
通
信
役
務
と
当
該
代
替
と
な
る
電
気
通
信
役
務
と
の
比
較
検
討
が
可

能
と
な
る
情
報
を
含
む
。
） 

 

 

七 

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
業
務
に
係
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
利
用
者
の
被
害
の

発
生
又
は
拡
大
の
防
止
に
資
す
る
情
報 

 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
休
止
又
は
廃
止
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
周
知
期

限
日
後
に
締
結
し
た
利
用
者
（
当
該
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の

方
法
（
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
方
法
に
あ
つ
て
は
、
利
用
者
が
当
該
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
閲
覧

に
供
せ
ら
れ
た
情
報
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
。
）
に
よ
り
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
周
知
が
適
切

に
行
わ
れ
た
利
用
者
に
限
る
。
）
に
対
す
る
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
適
宜
の
方

法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
業
務
の
休

止
又
は
廃
止
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

利
用
者
が
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
都
度
、
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契

約
を
締
結
す
る
こ
と
と
な
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
業
務
の
休
止
又
は
廃
止 

 

 

二 

電
気
通
信
事
業
の
譲
渡
し
又
は
電
気
通
信
事
業
者
に
つ
い
て
の
合
併
、
分
割
若
し
く
は
相
続
に
伴
う
電
気

通
信
業
務
の
廃
止
で
あ
つ
て
、
当
該
譲
渡
し
又
は
合
併
、
分
割
若
し
く
は
相
続
に
よ
り
当
該
電
気
通
信
業
務

を
承
継
し
た
者
が
引
き
続
き
当
該
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
る
も
の 

 

 

三 

そ
の
他
利
用
の
態
様
か
ら
見
て
通
信
を
行
う
目
的
が
限
定
的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
た
め
利
用
者

の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
比
較
的
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
業
務
の
休
止
又

は
廃
止 

 

 

（
利
用
者
の
利
益
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
い
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
業
務
の
休
止
及
び
廃
止
に
関
す

る
届
出
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
一 

法
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通

信
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

  
［
新
設
］ 

 

一 

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
業
務
の
休
止
又
は
廃
止 

 

 

二 

指
定
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
業
務
の
休
止
又
は
廃
止 

 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
周
知
を
開
始
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の

前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
業
務
に
係
る
契

約
の
数
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
卸
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
電
気

 



五 

通
信
事
業
者
の
当
該
卸
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
業
務
に
係
る
契
約
の
数
を
含
む
。
）
が
百
万
以
上

で
あ
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
電
気
通
信
業
務
の
休
止
又
は
廃
止 

２ 

法
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
周
知
を
開
始
す
る
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
前
の
日
ま
で
に
、
様
式
第
十
五
の
三
の
届
出

書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
電
気
通
信
業
務
の
休
止
及
び
廃
止
に
関
し
て
公
表
す
る
情
報
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
二 
法
第
二
十
六
条
の
五
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。 

 

［
新
設
］ 

 

一 

法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
に
際
し
て
他
の
電
気
通
信
事
業
者
等
と
の
連
携
が
行
わ

れ
た
場
合
は
、
当
該
連
携
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
情
報 

 

二 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
代
替
と
な
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
し
て
作
成

し
、
又
は
取
得
し
た
情
報 

 

 

三 

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
業
務
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
そ
の
他
の
利
害
関

係
者
か
ら
聴
取
し
た
意
見
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
情
報 

 

（
勧
誘
継
続
行
為
の
禁
止
の
例
外
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
三 

［
略
］ 

 

（
勧
誘
継
続
行
為
の
禁
止
の
例
外
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
十 

［
同
上
］ 

 

（
媒
介
等
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
四 

［
略
］ 

（
媒
介
等
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
十
一 

［
同
上
］ 

様
式
第

12（
第
12条

第
１
項
関
係
）
 

電
気
通
信
事
業
全
部
休
止
（
廃
止
）
届
出
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 

 
［
略
］
 

［
略
］
 

電
気
通
信
事
業
法
第

26条
の
４
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
利
用
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
に
行
つ
た

措
置
の
内
容
 

 

注
１

 
「
電
気
通
信
事
業
法
第

26条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
に
行
つ
た
措
置

の
内
容
」
に
つ
い
て
は
、
周
知
さ
せ
た
事
項
、
時
期
、
利
用
者
の
範
囲
及
び
方
法
等
を
具
体
的
に
記
載
す

る
こ
と
。
 

 
 
２

 
［
略
］
 

 

様
式
第
12（

第
12条

第
１
項
関
係
）
 

電
気
通
信
事
業
全
部
休
止
（
廃
止
）
届
出
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
［
同
左
］
 

［
同
左
］
 

電
気
通
信
事
業
法
第

18条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
利
用
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
に
行
つ
た
措
置

の
内
容
 

 

 
注
１

 
「
電
気
通
信
事
業
法
第

1
8
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
に
行
つ
た
措
置
の
内

容
」
に
つ
い
て
は
、
周
知
さ
せ
た
事
項
、
時
期
、
利
用
者
の
範
囲
及
び
方
法
等
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ

と
。
 

 
 
２

 
［
同
左
］
 

様
式
第

12の
２
（
第

12条
第
２
項
関
係
）

 

電
気
通
信
事
業
全
部
休
止
（
廃
止
）
届
出
書

 兼
 認

定
電
気
通
信
事
業
全
部
休
止
（
廃
止
）
届
出
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 

 
［
略
］
 

［
略
］
 

電
気
通
信
事
業
法
第

26条
の
４
第
１
項
の
規
定

 

様
式
第
12の

２
（
第
12条

第
２
項
関
係
）

 

電
気
通
信
事
業
全
部
休
止
（
廃
止
）
届
出
書

 兼
 認

定
電
気
通
信
事
業
全
部
休
止
（
廃
止
）
届
出
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
［
同
左
］
 

［
同
左
］
 

電
気
通
信
事
業
法
第

18条
第
３
項
の
規
定
に
よ

 



六 

に
よ
り
利
用
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
に
行
つ
た

措
置
の
内
容
 

注
１

 
「
電
気
通
信
事
業
法
第

26条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
に
行
つ
た
措
置

の
内
容
」
に
つ
い
て
は
、
周
知
さ
せ
た
事
項
、
時
期
、
利
用
者
の
範
囲
及
び
方
法
等
を
具
体
的
に
記
載
す

る
こ
と
。
 

 
 
２

 
［
略
］
 

り
利
用
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
に
行
つ
た
措
置

の
内
容
 

 
注
１

 
「
電
気
通
信
事
業
法
第

1
8
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
に
行
つ
た
措
置
の
内

容
」
に
つ
い
て
は
、
周
知
さ
せ
た
事
項
、
時
期
、
利
用
者
の
範
囲
及
び
方
法
等
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ

と
。
 

 
 
２

 
［
同
左
］
 

様
式
第

12の
３
（
第

12条
第
４
項
関
係
）

 

電
気
通
信
事
業
一
部
休
止
（
廃
止
）
届
出
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 

 
［
略
］
 

［
略
］
 

電
気
通
信
事
業
法
第

26
条
の

４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
利

用
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
に

行
つ
た
措
置
の
内
容
 

 

 
 
注
１
・
２

 
［
略
］
 

 
 

 
３

 
「
電
気
通
信
事
業
法
第

26条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
に
行
つ
た
措

置
の
内
容
」
に
つ
い
て
は
、
周
知
さ
せ
た
事
項
、
時
期
、
利
用
者
の
範
囲
及
び
方
法
等
を
具
体
的
に
記

載
す
る
こ
と
。
 

 
 

 
４
 
［
略
］
 

様
式
第
12の

３
（
第
12条

第
４
項
関
係
）

 

電
気
通
信
事
業
一
部
休
止
（
廃
止
）
届
出
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
［
同
左
］
 

［
同
左
］
 

電
気
通
信
事
業
法
第

18
条
第

３
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者

に
周
知
さ
せ
る
た
め
に
行
つ

た
措
置
の
内
容
 

 

 
 
注
１
・
２

 
［
同
左
］
 

 
 

 
３

 
「
電
気
通
信
事
業
法
第

1
8
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
に
行
つ
た
措
置
の

内
容
」
に
つ
い
て
は
、
周
知
さ
せ
た
事
項
、
時
期
、
利
用
者
の
範
囲
及
び
方
法
等
を
具
体
的
に
記
載
す

る
こ
と
。
 

 
 

 
４
 
［
同
左
］
 

様
式
第

12の
４
（
第

12条
第
５
項
第
１
号
関
係
）
 

電
気
通
信
事
業
一
部
休
止
（
廃
止
）
届
出
書

 兼
 認

定
電
気
通
信
事
業
一
部
休
止
（
廃
止
）
届
出
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 

 
［
略
］
 

［
略
］
 

電
気
通
信
事
業
法
第

26
条
の

４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
利

用
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
に

行
つ
た
措
置
の
内
容
 

 

 
 
注
１
・
２

 
［
略
］
 

 
 
 
３

 
「
電
気
通
信
事
業
法
第

26条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
に
行
つ
た
措

置
の
内
容
」
に
つ
い
て
は
、
周
知
さ
せ
た
事
項
、
時
期
、
利
用
者
の
範
囲
及
び
方
法
等
を
具
体
的
に
記
載

す
る
こ
と
。
 

 
 
４

 
［
略
］
 

様
式
第
12の

４
（
第
12条

第
５
項
第
１
号
関
係
）
 

電
気
通
信
事
業
一
部
休
止
（
廃
止
）
届
出
書

 兼
 認

定
電
気
通
信
事
業
一
部
休
止
（
廃
止
）
届
出
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
［
同
左
］
 

［
同
左
］
 

電
気
通
信
事
業
法
第

18
条
第

３
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者

に
周
知
さ
せ
る
た
め
に
行
つ

た
措
置
の
内
容
 

 

 
 
注
１
・
２

 
［
同
左
］
 

 
 

 
３

 
「
電
気
通
信
事
業
法
第

1
8
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
者
に
周
知
さ
せ
る
た
め
に
行
つ
た
措
置
の

内
容
」
に
つ
い
て
は
、
周
知
さ
せ
た
事
項
、
時
期
、
利
用
者
の
範
囲
及
び
方
法
等
を
具
体
的
に
記
載
す

る
こ
と
。
 

 
 

 
４
 
［
同
左
］
 

様
式
第

15の
３
（
第

22条
の
２
の

11第
２
項
関
係
）
 

電
気
通
信
業
務
の
休
止
（
廃
止
）
の
周
知
の
実
施
届
出
書
 

年
 

 
月
 

 
日
 

［
新
設
］
 



七 

総
務
大
臣
 
殿
 

郵
便
番
号
 

（
ふ
り
が
な
）
 

住
 
 
所
 

（
ふ
り
が
な
）
 

氏
 

 
名
（
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
、
押
印
を
省
略
で
き

る
。
法
人
に
あ
つ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の

氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
代
表
者
が
自
筆

で
記

入
し

た
と

き
は

、
押

印
を

省
略

で
き

る
。
）
 

登
録
年
月
日
又
は
届
出
年
月
日
及
び
登
録
番
号
又
は
届
出
番

号
 

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

25
年
法
律
第

27
号
）
第
２
条
第

15
項
に
規
定
す

る
法
人
番
号
が
あ
る
場
合
は
、
記
載
す
る
こ

と
。
）
 

担
当
部
署
名
（
担
当
部
署
が
あ
る
場
合
は
、
名
称
を
記
載
す

る
こ
と
。
）
 

電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
連
絡
の
と
れ
る
電

話
番
号
及
び
電
子

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

を
記

載
す

る
こ

と
。
な
お
、
担
当

部
署
等
が
あ
る
場

合
は
、
当
該
担
当

部
署
等
の
電
話
番

号
及
び
電
子
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
を
記

載
す
る
こ
と
。
）
 

 
電
気
通
信
事
業
法
第

26
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
気
通
信
業
務
を
休
止
（
廃
止
）
し
た
い
の
で
、
次

の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
 

休
止
予
定
年
月
日
及
び
予
定
期
間
 

（
廃
止
予
定
年
月
日
）
 

 

休
止
（
廃
止
）
し
よ
う
と
す
る
業
務
 

 

休
止
（
廃
止
）
し
よ
う
と
す
る
理
由
 

 

周
知
を
開
始
す
る
年
月
日
及
び
周
知

 

印 



八 

の
実
施
期
間
 

利
用
者
か
ら
の
苦
情
又
は
相
談
に
応

ず
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
連
絡
先
 

 

休
止
（
廃
止
）
し
よ
う
と
す
る
業
務

に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
代
替
と
な

る
電
気
通
信
役
務
 

 

利
用
者
の
被
害
の
発
生
又
は
拡
大
の

防
止
に
資
す
る
情
報
 

 

周
知
の
実
施
方
法
 

 

 
注
１
 
「
休
止
（
廃
止
）
し
よ
う
と
す
る
業
務
」
に
つ
い
て
は
、
「
（
何
）
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
業
務
」
等
と
記

載
す
る
こ
と
。
 

 
 
２

 
「
利
用
者
か
ら
の
苦
情
又
は
相
談
に
応
ず
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
連
絡
先
」
に
つ
い
て
は
、
利
用
者

が
連
絡
可
能
な
連
絡
先
を
営
業
所
又
は
事
務
所
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
３

 
「
休
止
（
廃
止
）
し
よ
う
と
す
る
業
務
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
代
替
と
な
る
電
気
通
信
役
務
」
に
つ

い
て
は
、
当
該
代
替
と
な
る
電
気
通
信
役
務
（
電
気
通
信
設
備
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
代
替
と
な

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
通
信
設
備
及
び
電
気
通
信
役
務
。
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

名
称
及
び
そ
の
内
容
の
ほ
か
、
休
止
（
廃
止
）
し
よ
う
と
す
る
業
務
に
係
る
電
気
通
信
役
務
と
当
該
代
替

と
な
る
電
気
通
信
役
務
と
の
比
較
検
討
が
可
能
と
な
る
情
報
（
当
該
代
替
と
な
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す

る
事
業
者
間
協
議
を
行
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
情
報
を
含
む
。
）
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
４

 
「
利
用
者
の
被
害
の
発
生
又
は
拡
大
の
防
止
に
資
す
る
情
報
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
情
報
を
具
体
的
に

記
載
す
る
と
と
も
に
、
当
該
情
報
（
そ
の
提
供
方
法
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
事
前
に
消
費
生
活
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
専
門
的
な
知
見
を
有
し
て
い
る
機
関
、
団
体
等
に
相
談
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
旨
を
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。
 

 
 
５

 
「
周
知
の
実
施
方
法
」
に
つ
い
て
は
、
周
知
を
ど
の
よ
う
に
実
施
す
る
か
（
項
目
ご
と
に
当
該
方
法
が

異
な
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
）
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
本
届
出
よ
り
前
に
も
利

用
者
へ
の
周
知
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
実
施
時
期
、
実
施
方
法
の
概
要
に
つ
い
て
も
記
載
す
る

こ
と
。
 

 
 
６

 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
。
 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 



九 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十
四
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
六
月
以
内
に
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し 

、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
業
務
（
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律

第
八
十
六
号
。
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
業
務
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
は
、
施
行
日
前
に
知
れ
た
る
利
用
者
の
全
部
又
は
一
部
に
対
し
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法

（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
周
知
を
行
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
当
該
周
知
を
受
け

た
利
用
者
に
対
す
る
新
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通

信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
。
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の

二
の
十
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日
ま
で
に
、
適
宜
の
方
法
に
よ
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
条 

施
行
日
か
ら
六
月
以
内
に
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
新
法
第
二
十
六
条
の



一
〇 

四
第
二
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
業
務
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
前
に
知
れ
た
る
利
用
者
の
全
部
又
は
一
部
に
対
し
旧

法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
周
知
を
行
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
当
該
周
知
を
受
け
た
利
用
者
に
対
す
る
新
法
第

二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
十
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日
ま
で
に
、
適
宜
の
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

第
四
条 

前
条
に
規
定
す
る
電
気
通
信
業
務
に
つ
い
て
、
施
行
日
後
に
知
れ
た
る
利
用
者
の
全
部
又
は
一
部
（
前
項
に

規
定
す
る
施
行
日
前
に
旧
法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
周
知
を
行
っ
た
利
用
者
を
除
く
。
）
に
対
し
新
法
第
二

十
六
条
の
四
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
周
知
を
行
う
場
合
に
お
け
る
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
十
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
休
廃
止
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
前
の
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
休
廃
止

日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
前
の
日
」
と
す
る
。 

第
五
条 

第
三
条
に
規
定
す
る
電
気
通
信
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
に
係
る
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
十

一
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
法
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
を
開
始
す
る

日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
前
の
日
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
施
行
日
以
後
速
や
か
に
」
と
す
る
。 

第
六
条 

施
行
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
日
の
翌
日
を
起
算
日
と
し
、
施
行
日
か
ら
十
七
月
を
経
過
し
た
日
を
満
了
日

と
す
る
期
間
に
お
い
て
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
新
法
第
二
十
六
条
の
四
第
二

項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
業
務
に
係
る
新
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
十
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
休
廃
止
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
前
の
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
月
を
経
過



一
一 

し
た
日
」
と
す
る
。 


